
 

２０１７年 ７月 ３１日（月） １３：００～１６：３０ 

 

 

１．責任に関する諸規定の意義と法的リスク 

  ～契約で定められることの多いさまざまな「責任」の意義・範囲を再確認します。 

（１）瑕疵担保責任、品質保証責任、製造物責任の違いと意義とは 

   ・似ているようで異なる責任の性質 

（２）表明保証責任の意義と射程 

   ・「表明保証条項」を定める意義とは？その効果とは？ 

（３）売買契約における危険負担と所有権の移転の関係 

   ・売買契約書で用いられる「納入」、「検収」、「引渡し」、「危険の移転」、 

「所有権の移転」の各用語はどのように違うのか？  

（４）責任制限（責任免除）条項を盛り込む際の留意点 

   ・責任制限（免除）条項を盛り込んでおきたいが、どこまで有効なのか？ 

２．契約自由の原則とその限界 

  ～当事者間で合意しても、合意どおりの法的効力が認められない例外的ケースとは 

（１）約款の拘束力とその限界 

   ・約款の効力が否定される場合があるのか？ 

（２）下請法・独占禁止法に違反する規定をうっかり盛り込まないための留意点 

   ・契約上のうっかりコンプライアンス違反を防止するためのポイント 

３．契約（取引）の終了をめぐるトラブルを防止するための留意点 

  ～トラブルに発展するリスクの最も高い契約終了の場面における法的留意点を検討します。 

（１）不可抗力と事情変更 

   ・契約上の義務を免れることができる場合とは？ 

（２）契約の更新を拒絶する際の法的リスクと留意点 

   ・契約を更新しないことでトラブルに陥る場合があるのか？ 

（３）約定解除事由を定める意義 

   ・どのような事由が生じたら契約を解除することができるようにしておくべきか？ 

（４）継続的契約を解除する際の留意点と法的リスクとは 

   ・継続的契約を解除することでトラブルに巻き込まれないようにするための 

ポイントとは？ 

４．債権を保全・回収しやすくするための規定にはどのようなものがあるのか、その法的意義とは 

（１）「不安の抗弁」と契約実務上の留意点 

   ・代金の支払に不安を感じた場合に供給を停止してもよいのか？ 

（２）債権保全・回収のための商取引基本契約書作成のポイント 

   ・期限の利益の喪失とは 

   ・集合動産譲渡担保を設定する際の規定上の留意点  など 

※講師とご同業の方のご参加はお断りする場合がございます。 

※最少催行人数に満たない場合、開催中止となる場合がございます。 

 

企業研究会セミナールーム（東京：麹町） 

 
 

契約とは取引から生じるリスクを固定化するための当事者間の合意であり、リスクマネジメントのための重要なツールです。本セミナーでは、リ

スクマネジメント上、契約実務において特に問題となる主要テーマについて、横断的な検討・解説を試みます。日常業務で契約書のやりとりに

携わることの多い総務、法務、生産管理、知的財産、経理などの管理部門の方はもちろん、営業、技術開発など契約交渉の最前線で活躍さ

れている方にも最適の内容となっております。実務に直結した内容ですので、新入社員の方はもとより、契約実務のご経験を積まれている方

のご参加もお待ちしております。 

早稲田大学政治経済学部政治学科卒業。外資系銀行において金融業務、米国大手会計事務所において

国際税務コンサルティング業務、大手総合商社において契約法務等に従事。２００２年４月 佐藤経

営法律事務所開設。複数の企業の社外監査役も務める。主な著書として『実務契約法講義』（民事法

研究会）、『英文契約書の読み方』（かんき出版）、『ただいま授業中 内部統制がよくわかる講座』（か

んき出版）、『詳解 監査役の実務』（中央経済社）がある。 

 

 

171515- 0303（※）リスクを回避しビジネス契約交渉を有利に進める『契約法務』の勘所 

 

開催にあたって 

 

税込・資料代含 

  

 
３４，５６０円（本体価格 ３２，０００円） ３７，８００円（本体価格 ３５，０００円） 

 

■参加要領：申込書はＦＡＸ、または下記担当者宛 E-mail にてお送り下さい。当会ホームページからもお申込み頂けます。後日（開催日１週間
～１０日前までに）受講票・請求書をお送り致します。 
※よくあるご質問（ＦＡＱ）は当会 HP にてご確認いただけます。（[TOP]→[公開セミナー]→[よくあるご質問]） 
※お申し込み後のキャンセルはお受け致しかねますので、ご都合が悪くなった場合、代理出席をお願いします。 

■お申込・お問合わせ先： 企業研究会 公開セミナー事業グループ 担当／民秋・川守田 E-mail:tamiaki@bri.or.jp 
 TEL：03-5215-3514 FAX：03-5215-0951  〒102‐0083 東京都千代田区麹町 5-7-2 麹町 M-SQUARE 2F 
 
 
 

実務上生じやすい契約上の問題を横断的に解説 

リスクを回避しビジネス契約交渉を有利に進める 
『契約法務』の勘所 

 
 

佐藤経営法律事務所   
弁護士・米国公認会計士・公認内部監査人  佐藤 孝幸 氏 
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